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規 
 

則 

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

薬
事
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      

第
３

６
条

の
４

第
１

項
 

第
３

６
条

の
８

第
１

項
 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（ht

tp://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
ゆ
み
福
祉
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

新
井 

明
彦 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
藤
金
六
百
八
十
五
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
を
行
い
、
心
身
に
障
害
を
も
つ
方
に
対
し
地
域

社
会
福
祉
事
業
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
鶴
ヶ
島
市
学
童
保
育
の
会 

（
変
更
後
）
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
カ
ロ
ー
レ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

細
田 

勝
実 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
五
味
ヶ
谷
字
椿
山
裏
四
百
七
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
会
は
、
会
員
の
協
同
互
助
に
よ
る
運
営
を
基
本
と
し
、
保
育
を
必
要
と
す
る
小
学
校
の

児
童
の
、
豊
か
で
安
全
な
放
課
後
の
生
活
の
場
を
築
く
と
と
も
に
、
地
域
の
人
々
と
協
力
し
、

す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
、
ま
た
障
が
い
の
あ
る
人
や
高
齢
者
等
、
援
助
や
支
援
を
必
要

と
す
る
人
々
の
た
め
、
豊
か
で
思
い
や
り
の
あ
る
地
域
社
会
の
確
立
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
生
活
寮
協
会
さ
つ
き
寮 

三 

代
表
者
の
氏
名 

富
田 

淳 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
熊
谷
市
妻
沼
千
四
百
六
十
一
番
地
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

当
法
人
は
、
知
的
障
害
者
及
び
高
齢
者
に
対
す
る
生
活
寮
、
生
活
ホ
ー
ム
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
等
の
生
活
支
援
及
び
就
労
支
援
を
行
い
、
地
域
と
社
会
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
増
進
に
寄
与

し
、
広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号



告 
 

示 

  
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

処
分
を
受
け
た
行
政
書
士 

 

イ 

氏
名 

 
 

 

田
上 

希
典 

 

 

ロ 

事
務
所
の
名
称 

 
 

 

た
が
み
行
政
書
士
事
務
所 

 

ハ 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
緑
町
一
丁
目
一
番
十
一
号
新
所
沢
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
四
一
九 

 

ニ 

登
録
番
号 

 
 

 

第
〇
九
一
三
〇
八
五
三
号 

二 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

二
月
間
の
業
務
の
停
止
（
平
成
二
十
六
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
ま
で
） 

              

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号



 

 

告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

           

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号



 

 

１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県総務事務システムＷＥＢ／ＡＰサーバ機器等賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部総務事務センター総務事務システム第一担当 埼玉県さいたま市

浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成26年４月11日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２丁目15番12号 

５ 契約金額 

  52,941,600円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第２号に該当 



 

 

告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

           

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
六
号



 

 

１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県総務事務システムデータ移行業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部総務事務センター総務事務システム第一担当 埼玉県さいたま市

浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成26年４月11日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１号 

５ 契約金額 

  56,700,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第２号に該当 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

コ
モ
デ
ィ
イ
イ
ダ
安
行
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
安
行
北
谷
五
百
三
十
六
番
地
の
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
百
日
午
前
九
時
）
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
店
舗
前
駐
車
場 

午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
百
日
午
前
八
時
三
十
分
）
か
ら

午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
一
駐
車
場 

午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
百
日
午
前
八
時
三
十
分
）
か
ら
午

後
十
時 

第
二
駐
車
場 

午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
百
日
午
前
八
時
三
十
分
）
か
ら
午

後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
店
舗
前
駐
車
場 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
一
駐
車
場 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

第
二
駐
車
場 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
四
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号



 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
美
徳
商
事
株
式
会
社
賃
貸
店
舗 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
石
田
字
八
ツ
島
町
二
百
五
十
二
番
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

・ 

国
道
二
五
四
号
の
中
央
線
に
ポ
ス
ト
コ
ー
ン
が
設
置
で
き
な
い
場
合
、
交
通
事
故
防
止

や
交
通
機
能
補
完
の
観
点
か
ら
、
国
道
二
五
四
号
東
松
山
市
方
面
か
ら
の
来
客
車
両
に
対

し
て
「
国
道
二
五
四
号
か
ら
の
右
折
に
よ
る
入
庫
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。」、
出
庫
す
る
車

両
に
対
し
て
「
国
道
二
五
四
号
へ
の
右
折
進
入
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。」 

等
の
注
意
看
板

設
置
等
に
つ
い
て
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

・ 

騒
音
・
振
動
等
の
公
害
や
光
害
問
題
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
、
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
る
場
合
に
は
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。 

・ 

市
内
で
は
小
学
生
の
放
課
後
の
自
転
車
事
故
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
児
童
生
徒
の
交
通

事
故
防
止
の
た
め
に
、
交
通
整
理
員
の
配
置
や
通
学
時
間
帯
の
業
者
に
よ
る
搬
入
の
安
全

対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
七
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ロ
イ
ヤ
ル
プ
ロ
川
越 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
的
場
八
百
三
十
一
番
地 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

・ 

県
道
川
越
日
高
線
か
ら
の
出
入
庫
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
、
交
通
機
能
補
完
に
つ
い

て
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

・ 

開
店
時
間
が
県
道
の
通
勤
ピ
ー
ク
時
間
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
交
通
事
故
及
び
渋
滞
対

策
と
し
て
左
折
イ
ン
・
左
折
ア
ウ
ト
の
案
内
看
板
設
置
等
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

・ 

登
下
校
時
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
に
十
分
な
配
慮
を
し
、
児
童
生
徒
が
放
課

後
等
に
来
店
す
る
際
は
、
十
分
な
交
通
安
全
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

・ 

店
舗
及
び
駐
車
場
の
周
辺
に
児
童
生
徒
の
溜
ま
り
場
に
な
り
や
す
い
場
所
が
で
き
な
い

よ
う
、
外
灯
の
設
置
や
、
警
備
員
を
配
置
し
、
店
舗
内
に
お
け
る
犯
罪
防
止
対
策
を
講
じ

る
こ
と
。 

・ 

騒
音
・
振
動
等
の
公
害
や
光
害
問
題
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
、
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
る
場
合
に
は
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
七
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

三
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク 
ラ
ラ
ガ
ー
デ
ン
春
日
部 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
南
一
丁
目
一
番
一
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
不
動
産
投
資
法
人 
執
行
役
員 

亀
井
浩
彦 

 
 

 

（
変
更
後
）
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
不
動
産
投
資
法
人 

執
行
役
員 

永
田
和
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
熊
谷
銀
座
店 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
銀
座
二
丁
目
二
百
二
十
六
番
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
四
百
五
十
六
番
地 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
四
百
五
十
六
番
地 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
五
百
八
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
四
七
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
〇
〇
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

八
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
〇
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）
は
、

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
十
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
数
値
撮
影
、
数
値
地
形
図
デ

ー
タ
作
成
、
写
真
地
図
作
成
）
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関

で
あ
る
農
林
水
産
省
関
東
農
政
局
利
根
川
水
系
土
地
改
良
調
査
管
理
事
務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号



告 
 

示 
  

次
に
掲
げ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
又
は
そ
の
業
者
の
所
在
が
確
知
で
き
な

い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
公
告
す
る
。 

 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き

は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免

許
を
取
り
消
す
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

     

株
式
会
社
フ
ォ
ー
テ
ッ
ク 

有
限
会
社
埼
京
開
発 

商

号

又

は

名

称 

大
川
浩 

塩
﨑
博 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
川
口
市
芝
下
一
丁
目

十
番
十
三
号
一
〇
三 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日

進
町
三
丁
目
七
百
三
十
八
番

地
一 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
○
○
〇
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
○
○
三
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
本
沢
字
加
沼
三
三
〇
番
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
元
宿
一
丁
目
三
番
地
八
号 

ド
ル
フ
元
宿
台
一
○
五 

 
 

原
口 

友
昭 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
十
九
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 
 

 
 

 
 

 



 

一
〇
三
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
六
年
六
月 

 
 
 

六
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
高
坂
九
百
六
十
四
‐
二
先
か
ら
埼
玉
県

東
松
山
市
大
字
高
坂
九
百
七
十
一
‐
一
先
ま
で 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
高
坂
千
三
十
三
‐
四
先
か
ら
埼
玉
県
東

松
山
市
大
字
高
坂
千
三
十
四
‐
六
先
ま
で 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
高
坂
九
百
七
十
‐
二
先
か
ら
埼
玉
県
東

松
山
市
大
字
高
坂
千
三
百
二
‐
一
先
ま
で 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
高
坂
千
二
十
九
‐
四
先
か
ら
埼
玉
県
東

松
山
市
大
字
高
坂
千
二
十
九
‐
十
七
先
ま
で 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
高
坂
八
百
九
十
六
‐
一
先
か
ら
埼
玉
県

東
松
山
市
大
字
高
坂
八
百
九
十
六
‐
三
先
ま
で 

指

定

道

路

の

位

置 

八
十
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

二
百
十
三
・
三
二
メ
ー
ト

ル 二
百
五
十
八
・
七
八
メ
ー

ト
ル 

四
十
二
・
四
二
メ
ー
ト
ル 

 

三
十
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

二
十
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

十
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

十
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

十
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
十
九
号 

 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  医療情報システム運用保守業務一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立がんセンター事務局業務部 

  埼玉県北足立郡伊奈町大字小室７８０番地 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成２６年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社関東甲信越支社 

  埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１０番１７号 

５ 契約金額 

  １７２，３８０，９６０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１０条第 

 １項第２号に該当 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
九
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
二
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十

四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
四
十

万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
一
八
、
〇
〇
八
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
三
七
、
五
四
七
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
五
、
三
九
四
人 

 

南
第
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
三
、
六
一
三
人 

 

南
第
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
三
九
〇
人 

 

南
第
四
区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
八
、
四
五
八
人 

 

南
第
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
〇
、
七
六
八
人 

 

南
第
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
九
四
九
人 

 

南
第
七
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
二
八
九
人 

 

南
第
八
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
四
四
三
人 



 

南
第
九
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
五
四
八
人 

 
南
第
十
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
七
、
二
八
六
人 

 
南
第
十
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
、
六
二
二
人 

 

南
第
十
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
、
三
六
二
人 

 

南
第
十
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
一
、
六
七
三
人 

 

南
第
十
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
一
、
九
九
三
人 

 

南
第
十
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
〇
七
九
人 

 

南
第
十
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
、
四
六
二
人 

 

南
第
十
七
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
六
八
一
人 

 

南
第
十
八
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
三
、
七
二
〇
人 

 

南
第
十
九
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
四
五
一
人 

 

南
第
二
十
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
四
七
八
人 

 

南
第
二
十
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
五
、
一
〇
一
人 

 

南
第
二
十
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
一
、
〇
四
七
人 

 

西
第
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
三
、
七
三
四
人 

 

西
第
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
七
三
七
人 

 

西
第
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
五
〇
四
人 

 

西
第
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
七
三
三
人 

 

西
第
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
八
二
三
人 

 

西
第
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
九
、
二
六
六
人 

西
第
七
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
八
一
〇
人 

 

西
第
八
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
四
、
二
〇
八
人 

 

西
第
九
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
六
〇
八
人 

 

西
第
十
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三
、
三
八
四
人 

 

西
第
十
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
二
一
九
人 

 

西
第
十
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
八
、
九
七
四
人 

 

西
第
十
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一
、
七
五
七
人 

 

西
第
十
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
四
、
三
六
七
人 

 

西
第
十
五
区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
七
六
二
人 

 

北
第
一
区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
八
、
二
五
九
人 

 

北
第
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
、
〇
六
一
人 

 

北
第
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
二
五
四
人 

 

北
第
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
一
、
三
九
二
人 

 

北
第
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
九
、
〇
二
四
人 



 

北
第
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
五
、
〇
五
〇
人 

 
東
第
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
三
一
一
人 

 
東
第
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
一
九
六
人 

 

東
第
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八
、
七
五
九
人 

 

東
第
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
一
一
八
人 

 

東
第
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
二
五
三
人 

 

東
第
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
四
八
七
人 

 

東
第
七
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
九
、
〇
〇
五
人 

 

東
第
八
区 
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収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の
概
要
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

  

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
四
月
に
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日                                               

                     
 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

原 

田 

弘 

之 
 

 
 



１．安全性に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の 
名 称 及 び 所 在 地 

収 去 場 所 
飼料又は飼料 
添加物の区分 

飼料又は飼料添加物の名称 
製  造 
(輸入) 
年 月 

試 験 項 目 
違反の有無及び 
違反の内容 

ムサシ油脂株式会社 
埼玉県日高市 

H26.4.16 
埼玉県日高市 

脱脂糠 脱脂糠 26. 4 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

三幾飼料工業株式会社 
埼玉県草加市 

H26.4.17 
三幾飼料工業株式会社草
加工場 
埼玉県草加市 

魚粉 ６０％フィッシュミール 26. 4 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

株式会社岡安商店 
埼玉県越谷市 

H26.4.22 
埼玉県越谷市 

脱脂糠 脱脂糠 26. 4 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

(注)１．飼料又は飼料添加物の名称の欄中の「 ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示飼料であることを示す。 

 
２．栄養成分に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の 
名 称 及 び 所 在 地 

収 去 年 月 日 
収 去 場 所 

飼 料 の 名 称 
製  造 
(輸入) 
年 月 

試 験 結 果 の 概 要 

違反の内容 粗たん
白 質 

％ 

粗脂肪 
％ 

ｶﾙｼｳﾑ 
％ 

リ  ン 
％ 

粗繊維 
％ 

粗灰分 
％ 

揮発性 
塩基性 
窒  素 

％ 

水溶性 
窒  素 

％ 

ﾍﾟﾌﾟｼﾝ 
消化率 

％ 

ＴＤＮ 
％ 

Ｍ Ｅ 
kcal/kg 

その他 
の検査 

ムサシ油脂株式会社    
埼玉県日高市 

H26. 4.16 
ムサシ油脂㈱ 
埼玉県日高市 

脱脂糠 26. 4 

           

－  

19.1 1.1 0.06 2.12 8.5 12.1      

三幾飼料工業株式会
社 
埼玉県草加市 

H26.4.17 
三幾飼料工業㈱
草加工場 
埼玉県草加市 

６０％フィッシュ
ミール 

26. 4 

60.0
以上 

12.0
以下 

      
23.0
以下 

     

－  

67.1  8.0  3.03  2.92  0.0  20.0       

株式会社岡安商店 
埼玉県越谷市 

H26. 4.22 
㈱岡安商店 
埼玉県越谷市 

脱脂糠 26. 4 

           

－  

17.9 1.9 0.08 1.91 7.1 10.5      

(注)１．飼料の名称の欄中の「 ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示飼料であることを示す。 

   ２．試験結果の概要の欄にあっては、個別検査項目別に上段に表示成分量、下段に分析結果を示し、違反の内容の欄に表示成分量に対して過不足があった場合当該成分の過不足
量（絶対量)を示す。 
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平成２６年 ４月分 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称 

検   査   の   概   要 

備 考 分  析  結  果 保証票 
の検査 

その他 
の検査 項  目 指摘事項 

米ぬか油かす及びそ
の粉末 

ボーソー油脂株式会
社 

5.5米ぬか油かす粉末 主成分－ＴＮ、ＴＰ、ＴＫ     

株式会社岡安商店 
2.0 抽出米ぬか油かす粉
末 

主成分－ＴＮ、ＴＰ、ＴＫ     

注１ 分析検査及びその他検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表しうるように必要袋数（ばらの場合には、必要部位数）を抽出し、混合した試料１点に
ついて検査した結果である。 

 ２ 分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果である。 
 ３ 主成分の略号は、次のとおりである。 

ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量 


